
　別紙２

①　平成19年4月を目途に、中身排出機構の装着
　や小型化等を推進する。 （別途スケジュールによる）

②　中身排出機構の使用により中身を出し切って
　排出する等エアゾール缶等の取り扱い方を消費
　者に周知する。

（協議）

③　問合せ相談（引取）窓口を整備する。

④　希望する市区町村に簡易処理機を譲与する。
　なお、試行的に簡易処理機の譲与を実施し、
　譲与基準に反映させる。

（協議）

⑤　簡易処理機を希望するかどうか等の意向を
　市区町村と協力して調査する。

（協議）

⑥　中身排出機構の使用実態等を市区町村と協
　力して調査し、その効果を検証する。

（協議）

①　中身排出機構を使用して中身を使い切って
　缶を排出する等エアゾール缶の出し方を住民
　に周知する。

（協議）

②　エアゾール缶の分別や収集方法を変える場
　合には相当早い時期から準備をする。

③　簡易処理機を希望するかどうか等の意向を
　業界と協力して調査する。

（協議）

④　中身排出機構の使用実態等を業界と協力し
　て調査し、その効果を検証する。

（協議）
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エアゾール業界等

　　関係者の役割と取り組みのスケジュール
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取り組みのスケジュール


